
令和7年4月定例農業委員会議事録

日時： 令和7(2025)年4月25日(金)午前９時

場所： みよし市役所6階　601・602会議室
（欠席委員） 近藤浩尚委員、近藤進委員、久野裕吉委員、岡本清則委員
（事務局出席者） 原田事務局長、水野次長、三浦副主幹、松浦主事
（傍聴人） 0名

発言者 発言内容
議長 ただいまから4月定例農業委員会議を開催します。

本日は、岡本委員から欠席する旨の届出を受けており、現在の出席委員は
農業委員12名、農地利用最適化推進委員は4名です。
議事に入る前に、本日の会議の議事録署名の委員を指名します。
12番野々山委員、1番天野恵子委員にお願いします。
それでは議事に入ります。

議長 議案第1号 農業委員会の法令順守の申し合わせ決議案について、事務局
から説明を求めます。
【議案第1号 農業委員会の法令順守の申し合わせ決議案について】

事務局 《議案書に基づき説明》
議長 ただいま事務局から説明がありましたが、ご意見等のある委員は挙手の上、

発言をお願いします。
議長 よろしいでしょうか。それではご意見等ないようですので、本件について、採

決をとります。
本件について、原案どおり決定することに賛成な委員は挙手をお願いしま
す。

(全員賛成)
議長 全員賛成（賛成多数）により、本件について、原案どおり決定することとしま

す。
《採決結果：議案第1号　全員賛成》

議長 議案第2号 農地法第４条の規定による許可申請の意見について、事務局か
ら説明を求めます。
【議案第2号　農地法第４条の規定による許可申請の意見について】

事務局 《議案書に基づき説明》
議長 ただいま事務局から説明がありました、番号1　福田の件について、地元の

塚崎委員からご意見をお願いします。
塚崎委員 自己所有の農地の一画を転用するものです。前面道路には上下水が整備

されており、雨水は既設のU字溝へ排水する計画となっています。。申請地
に農業用倉庫を設置することにより、隣接うる農地の管理に好都合であるた
め、特に問題ないと考えます。

鈴木委員 現在の自己所有地はどうされるか。
議長 事務局、いかがでしょうか。
事務局 現在自宅の土地については、息子さんとの共有名義になっており、将来的

には息子さんが自宅を建て替えするという形で確認しております。
議長 ありがとうございました。ただいま地元委員から説明がありましたが、ご意見

等のある委員は挙手の上、発言をお願いします。
議長 よろしいでしょうか。それではご意見等ないようですので、番号1について、

採決をとります。
番号1について、県に対し進達するにあたり適当であると意見を付することに
賛成の委員は挙手をお願いします。

(全員賛成)



発言者 発言内容
議長 全員賛成により、番号1について、適当であると意見を付し、県に対し進達す

ることとします。
議長 続いて、番号2　明知下の件について、地元の伊藤委員からご意見をお願

いします。
伊藤委員 現地確認しまして、土地改良等の協議も済んでおり、手続きも問題なく行わ

れているため、特に問題ないと考えます。申請の時期が遅れておりますが、
更新については問題ないものと考えます。

議長 ありがとうございました。ただいま地元委員から説明がありましたが、ご意見
等のある委員は挙手の上、発言をお願いします。

議長 よろしいでしょうか。それではご意見等ないようですので、番号2について、
採決をとります。
番号2について、県に対し進達するにあたり適当であると意見を付することに
賛成の委員は挙手をお願いします。

(全員賛成)
議長 全員賛成により、番号2について、適当であると意見を付し、県に対し進達す

ることとします。
《採決結果：議案第2号　全員賛成2件》

議長 議案第3号 農地法第５条の規定による許可申請の意見について、事務局か
ら説明を求めます。
【議案第3号　農地法第５条の規定による許可申請の意見について】

事務局 《議案書に基づき説明》
議長 ただいま事務局から説明がありました、番号1　西一色の件について、地元

の梶川委員からご意見をお願いします。
梶川委員 現在は道路に沿って三角地で土地を使用されておりますが、現在の土地だ

けでは手狭ということで、奥の二反ほど転用するという内容で、特に問題ない
と考えます。

議長 ありがとうございました。ただいま地元委員から説明がありましたが、ご意見
等のある委員は挙手の上、発言をお願いします。

議長 よろしいでしょうか。それではご意見等ないようですので、番号1について、
採決をとります。
番号1について、県に対し進達するにあたり適当であると意見を付することに
賛成の委員は挙手をお願いします。

(全員賛成)
議長 全員賛成により、番号1について、適当であると意見を付し、県に対し進達す

ることとします。
議長 続いて、番号2　明知上の件について、地元の岡本委員が欠席ですので、

事務局から追加説明をお願いします。
事務局 先日、岡本委員から直接聞き取りを行いまして、特段問題ないということで

伺っています。
議長 ありがとうございました。ただいま地元委員から説明がありましたが、ご意見

等のある委員は挙手の上、発言をお願いします。
議長 よろしいでしょうか。それではご意見等ないようですので、番号2について、

採決をとります。
番号2について、県に対し進達するにあたり適当であると意見を付することに
賛成の委員は挙手をお願いします。

(全員賛成)
議長 全員賛成により、番号2について、適当であると意見を付し、県に対し進達す

ることとします。
議長 続いて、番号3　打越の件について、地元の竹内委員からご意見をお願いし

ます。



発言者 発言内容
竹内委員 現地確認しまして、行政区としては住人が増えることは嬉しいことであると確

認をしました。申請地はトヨタ自動車三好工場の近くにあり、近隣も住宅があ
るので、特に問題ないと考えます。

議長 ありがとうございました。ただいま地元委員から説明がありましたが、ご意見
等のある委員は挙手の上、発言をお願いします。

議長 よろしいでしょうか。それではご意見等ないようですので、番号3について、
採決をとります。
番号3について、県に対し進達するにあたり適当であると意見を付することに
賛成の委員は挙手をお願いします。

(全員賛成)
議長 全員賛成により、番号3について、適当であると意見を付し、県に対し進達す

ることとします。
議長 続いて、番号4　打越の件について、地元の竹内委員からご意見をお願いし

ます。
竹内委員 現地確認しまして、道路沿いで近隣にも住宅がたくさんありまして、特に問

題ないと考えます。
議長 ありがとうございました。ただいま地元委員から説明がありましたが、ご意見

等のある委員は挙手の上、発言をお願いします。
議長 よろしいでしょうか。それではご意見等ないようですので、番号4について、

採決をとります。
番号4について、県に対し進達するにあたり適当であると意見を付することに
賛成の委員は挙手をお願いします。

(全員賛成)
議長 全員賛成により、番号4について、適当であると意見を付し、県に対し進達す

ることとします。
議長 続いて、番号5　福谷の件について、地元の鈴木委員からご意見をお願いし

ます。
鈴木委員 昨年１２月に農振除外の際に審議しており、問題ないと回答させていただい

おり、適当だと判断しています。
議長 ありがとうございました。ただいま地元委員から説明がありましたが、ご意見

等のある委員は挙手の上、発言をお願いします。
議長 よろしいでしょうか。それではご意見等ないようですので、番号5について、

採決をとります。
番号5について、県に対し進達するにあたり適当であると意見を付することに
賛成の委員は挙手をお願いします。

(全員賛成)
議長 全員賛成により、番号5について、適当であると意見を付し、県に対し進達す

ることとします。
《採決結果：議案第3号　全員賛成5件》

議長 議案第4号 相続税の納税猶予にかかる証明願について、事務局から説明
を求めます。
【議案第4号　相続税の納税猶予にかかる証明願について】

事務局 《議案書に基づき説明》
議長 ただいま事務局から説明がありました、番号1　三好下の件について、地元

の野々山委員からご意見をお願いします。



発言者 発言内容
野々山委員 補足資料の荒池の１７番地については、梅と水稲をやっておられましたが、

今まで植えていた梅の木は枯れてしまったため、伐採したということです。
現地確認すると新しい苗が植えてあるので、問題ないと考えています。１８番
については、柑橘類が植えてあります。
その他については、畦を塗っており今年度も水稲をされる予定ということで、
毎年行っている利用状況調査の際にも水稲の作付を確認しておりますの
で、この期間において証明することについて問題ないと考えます。

議長 ありがとうございました。ただいま地元委員から説明がありましたが、ご意見
等のある委員は挙手の上、発言をお願いします。

議長 よろしいでしょうか。それではご意見等ないようですので、番号1について、
採決をとります。
番号1について、証明書を発行することに賛成の委員は挙手をお願いしま
す。

(全員賛成)
議長 全員賛成により、番号1について、証明書を発行することとします。

《採決結果：議案第4号　全員賛成1件》
議長 議案第5号 令和6年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価につ

いて、事務局から説明を求めます。
【議案第5号　令和6年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価に
ついて】

事務局 《議案書に基づき説明》
議長 ただいま事務局から説明がありましたが、ご意見等のある委員は挙手の上、

発言をお願いします。
議長 よろしいでしょうか。それではご意見等ないようですので、本件について、採

決をとります。
本件について、原案どおり決定することに賛成な委員は挙手をお願いしま
す。

(全員賛成)
議長 全員賛成（賛成多数）により、本件について、原案どおり決定することとしま

す。
《採決結果：議案第5号　全員賛成1件》

議長 議案第6号 令和7年度の目標及びその達成に向けた活動計画について、事
務局から説明を求めます。
【議案第6号　令和7年度の目標及びその達成に向けた活動計画について】

事務局 《議案書に基づき説明》
議長 ただいま事務局から説明がありましたが、ご意見等のある委員は挙手の上、

発言をお願いします。
議長 よろしいでしょうか。それではご意見等ないようですので、本件について、採

決をとります。
本件について、原案どおり決定することに賛成な委員は挙手をお願いしま
す。

(全員賛成)
議長 全員賛成（賛成多数）により、本件について、原案どおり決定することとしま

す。
《採決結果：議案第6号　全員賛成1件》

議長 続いて、事務局から報告をお願いします。
［事務局報告］
（意見、質問等なし）

議長 以上で予定していた議事等はすべて終了いたしました。



発言者 発言内容
これをもちまして議長の職を終了させていただきます。

議長 引き続き、農地利用最適化推進会議を行いますので、議事の進行を事務
局にお渡しします。

事務局 続いて、農地利用最適化推進会議を始めさせていただきます。
本日、机の上に配付しました4月の農地利用最適化推進会議の資料に沿っ
て進めていきます。

1　報告事項
（１）みよし市農業委員会事務局組織表について
（２）令和７(2025)年度活動記録簿及び令和６(2024)年度分活動実績報酬に
ついて
（３）令和７(2025)年度議案等綴と令和６(2024)年度議案等の廃棄について
２　その他
　　５月及び６月定例会開催時間の変更について

事務局 それでは以上で本日の議題はすべて終了とさせていただきます。
次回の定例会の案内ですが、5月23日(金)、午前9時30分から場所は3階研
修室１・２で開催いたしますので、よろしくお願いいたします。
それでは以上で終了させていただきます。
以上をもちまして、4月定例農業委員会及び農地利用最適化推進会議を終
了したいと思います。
一同、ご起立ください。
一同、礼。

（閉会午前9時40分）


